
○富津市子ども医療費の助成に関する条例 

平成22年９月24日条例第13号 

改正

平成23年３月25日条例第６号 

平成24年３月19日条例第３号 

平成24年９月19日条例第31号 

富津市子ども医療費の助成に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、子どもの保健の向上及び子育て支援

の充実に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 子ども 15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者であって、本市に住所を

有し、かつ、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定により本市の住民基本台帳に記録

されているものをいう。 

(２) 保険給付 規則で定める医療保険に関する法令（以下「医療保険各法」という。）の規定

による医療に関する給付（医療保険各法の規定に基づく規約等により支給される附加給付金を

含む。）をいう。 

(３) 一部負担金 医療費の額から次に掲げるものを控除した額をいう。 

ア 保険給付の額 

イ 国等が法令等の規定により公費で給付する額 

（助成対象者） 

第３条 この条例による子どもの医療費の助成を受けることができる者（以下「助成対象者」とい

う。）は、子どもを現に監護し、かつ、その生計を維持しているものであって保険給付を受ける

ことができるものとする。 

（助成の額） 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について、一部負担金から別表に定める子ども医療自己負

担金を控除した額を助成する。ただし、当該額が別表に定める子ども医療自己負担金に満たない

ときは、この限りでない。 

（受給券） 
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第５条 子どもの医療費の助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめ規則の定めるところに

より市長に申請し、助成を受ける資格を証する書類（以下「受給券」という。）の交付を受ける

ものとする。 

２ 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者は、医療保険各法に基づき指定された県内

の病院、診療所、薬局等（以下「保険医療機関」という。）において被保険者証及び受給券を提

示し、診療等を受けるものとする。 

（助成の方法） 

第６条 市長は、前条第２項の規定により助成対象者が被保険者証及び受給券を提示し、診療等を

受けたときは、保険医療機関に助成する額を支払うものとする。ただし、助成対象者が保険医療

機関以外で保険給付を受けたとき又は受給券を提示しなかったときは、助成対象者に助成する額

を支払うことにより行うことができる。 

２ 前項ただし書の規定による助成を受けようとする助成対象者は、一部負担金の支払を行った日

の翌日から起算して２年以内に規則の定めるところにより市長に申請するものとする。 

（助成の開始） 

第７条 市長は、規則で定める場合を除き、前条第１項本文に規定する助成を第５条第１項の規定

による申請を受理した日から開始する。 

（届出の義務） 

第８条 受給券の交付を受けた助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市

長に届け出なければならない。 

(１) 第３条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

(２) 第５条第１項の規定により申請した内容に変更が生じたとき。 

（損害賠償との調整） 

第９条 市長は、保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、

その医療費の全部又は一部につき、子どもが第三者から損害賠償を受けたときは、その限りにお

いて子どもの医療費の助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。 

（助成金の返還） 

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により子どもの医療費の助成を受けた者があるときは、そ

の者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 

（報告等） 

第11条 市長は、子どもの医療費の助成に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対して報
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告を求め、又は質問することができる。 

（委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年12月１日から施行し、同日の医療に係る助成から適用する。 

（準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

附 則（平成23年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富津市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る

医療費の助成から適用し、同日前に行われる医療に係る医療費の助成については、なお従前の例

による。 

附 則（平成24年３月19日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年７月９日（以下「施行日」という。）から施行する。 

附 則（平成24年９月19日条例第31号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年12月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富津市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る

医療費の助成から適用し、同日前に行われる医療に係る医療費の助成については、なお従前の例

による。 

別表（第４条） 

世帯区分 
子ども医療自己負担金 

入院１日又は通院１回 調剤 
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当たり 

市町村民税所得割課税世帯 200円

上記以外の世帯 ０円 ０円

注 世帯区分の認定は、毎年７月１日時点の市町村民税の課税状況とする。 
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○富津市子ども医療費の助成に関する条例施行規則 

平成22年９月24日規則第31号 

改正

平成23年５月16日規則第25号 

平成24年３月21日規則第21号 

平成24年９月19日規則第44号 

平成28年３月３日規則第４号 

富津市子ども医療費の助成に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富津市子ども医療費の助成に関する条例（平成22年富津市条例第13号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（医療保険各法） 

第２条 条例第２条第２号に規定する規則で定める医療保険に関する法令は、次に掲げる法律とす

る。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(２) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(３) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(４) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(５) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

(６) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

（受給券の交付） 

第３条 条例第５条第１項の規定による申請は、富津市子ども医療費助成申請書（別記第１号様式）

に市町村民税額を証明する書類を添付するとともに、医療保険各法による被保険者証又は組合員

証（以下「被保険者証等」という。）を提示しなければならない。この場合において、市におい

て市町村民税額を確認でき、かつ、保護者がその確認を承諾したときは、市町村民税額を証明す

る書類の添付を省略することができる。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において、助成を行うことに決定したときは富津市子ども医

療費助成受給券（別記第２号様式。以下「受給券」という。）を助成対象者に交付するものとし、

助成を行わないことに決定したときは富津市子ども医療費助成申請却下通知書（別記第３号様式）

により当該申請者に通知するものとする。 
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（助成開始日の特例） 

第４条 条例第７条に規定する規則で定める場合は、子どもの出生があった日又は子どもが転入を

した日（以下「出生日等」という。）から１か月以内に前条第１項の申請を行った場合とする。 

２ 前項の場合において、市長は、出生日等から条例による助成を開始することができる。 

（助成方法の特例の申請） 

第５条 条例第６条第１項ただし書の規定による助成を受けようとする助成対象者は、富津市子ど

も医療費助成金給付申請書（別記第４号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければ

ならない。 

(１) 領収証 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（助成金の給付決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、助成金の給付を行うことに決定した

ときは富津市子ども医療費助成金給付決定通知書（別記第５号様式）により、助成金の給付を行

わないことに決定したときは富津市子ども医療費助成金給付申請却下通知書（別記第６号様式）

により、助成対象者に通知するものとする。 

（届出の義務） 

第７条 条例第８条の規定による届出は、富津市子ども医療費助成申請変更（喪失）届出書（別記

第７号様式）に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。 

（受給券の再交付） 

第８条 受給券の交付を受けた助成対象者は、受給券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、富

津市子ども医療費助成受給券再交付申請書（別記第８号様式）により、市長に受給券の再交付を

申請することができる。この場合において、受給券を汚損し、又は破損したときは、当該受給券

を添えて申請しなければならない。 

２ 受給券の再交付を受けた助成対象者は、紛失した受給券を発見したときは、速やかに発見した

受給券を市長に返還しなければならない。 

（子ども医療費助成台帳） 

第９条 市長は、富津市子ども医療費助成台帳（別記第９号様式）を作成し、常に整理しておかな

ければならない。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年12月１日から施行する。 

（富津市乳幼児医療費の助成に関する規則の廃止） 

２ 富津市乳幼児医療費の助成に関する規則（平成15年富津市規則第１号）は、廃止する。 

（富津市子ども医療費の助成に関する規則の廃止） 

３ 富津市子ども医療費の助成に関する規則（平成22年富津市規則第20号）は、廃止する。 

（富津市乳幼児医療費の助成に関する規則及び富津市子ども医療費の助成に関する規則の廃止に

伴う経過措置） 

４ この規則の施行日前に行われた医療に係る前２項の規定による廃止前の富津市乳幼児医療費の

助成に関する規則及び富津市子ども医療費の助成に関する規則による助成については、なお従前

の例による。 

附 則（平成23年規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月21日規則第21号） 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成24年９月19日規則第44号） 

この規則は、平成24年12月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月３日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の富津市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定により使用さ

れた様式は、改正後の富津市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式とみな

す。 

別記

第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第３条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 
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第５号様式（第６条関係） 
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第６号様式（第６条関係） 

第７号様式（第７条関係） 
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第８号様式（第８条関係） 
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第９号様式（第９条関係） 
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